令和２年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の記入の仕方
まず記入に必要な資料として補助金100万円が振り込まれたときに郵送されてきた通知書の様式3号と様式6号を用意していただいてその日付けと感対第何号かを調べておきます。（添付①の右上か添付②の丸で囲んである部分です）
（なくなってしまったときは埼玉県保健医療部　感染症対策課分室048－830－7530に聞くと教えてくれます。）
補助金は原則消費税は含まれない額で100万円が支給されるそうなので、この手続きが必要みたいです。（100万円をいただいた方は）
記入書類は様式2号と様式7号の2枚です。（添付⑥、⑦）

様式2号(要返還相当額計算書)
1、施設名の医療機関コードの10桁は埼玉県の場合は頭に113をつけて7桁のレセプト時に使うコードと合わせます。

4、補助事業名は　「令和2年度埼玉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金」

6、仕入控除額の概要
　　A自費診療が1000万円に行かないで消費税申告をしない医院。（添付は無しなので
２号7号の2枚だけ送付）
　　B自費診療が1000万円～5000万円で簡易課税申告をされている方。
　　　この場合、確定申告の中に簡易課税で申告していることが記載されているところをコピーして添付する。
　　D補助金申告をした時の様式5という領収証を添付した必要経費額が、110万円以上であればC,E,F,Gに該当している方でもOK.
      その時申告した額が、すべて通っていない場合があるので感染症対策課分室に確認が必要です。
　　　もし110万円以上出ているようなら、様式5号をコピーしたものを添付する。
｛Dその他(返還無しの理由：補助金額を消費税に充当していないため)と記入する｝

　　この３つで　ほとんどの先生がカバーできると思います。

　　上記をを選べた場合は一番下の仕入控除税額は0円になります
C,E,F,Gに該当し、Dに該当しない方は、下のHPをご覧になっていただくか、感染症対策課分室にお問い合わせいただくか、かかりつけの税理士さんに聞いてください。

⑤のフローチャートや表も参考にしてください。

様式7号
令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
日付と感対第○○号は各先生ご自身に送られてきた書類の、添付①にある右上に丸のついた場所に書いてある事柄を記入してください。
1.  は歯科医医院の場合は事業区分はいらないそうです。
あとは添付④を参照してください。

下にホームページの抜粋をコピペしましたので、ご参考にしていただけたらと思います。
送付先もその下の方にありますが、「緊急包括支援交付金仕入税額控除報告書在中」も忘れずに朱書きください。

不明な点、質問がありましたら埼玉県保健医療部　感染症対策課分室
[bookmark: _Hlk83296413]電話　048－830－7530
へお問い合わせください

〔あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行き
「緊急包括支援交付金仕入税額控除報告書在中」と朱書きください。


よろしくお願いいたします。

本庄市児玉郡歯科医師会　
専務理事　矢代享一
